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平成２９年みよし市教育委員会 第８回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

平成２９年８月１７日（木）午前１０時開議 

 

市役所２階２０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江  教育長職務代理者：古 田 みどり 

委 員：久 野 元 典    委  員：藤 森  猛 

委  員：天 野 博 道 

 

教育部長：柴田圭一、教育部参事：吉澤通記、教育部次長：深谷幸広、 

教育行政課長：広瀬敏文、歴史民俗資料館館長：久野俊人、 

学校教育課長：新美貴宏、学校給食センター所長：渋田昌代、 

スポーツ課長：深谷鐘治、生涯学習推進課長：山崎正勝、 

生涯学習推進課主幹：村山孝文 

 

教育行政課副主幹：伊藤益好、教育行政課主事：一丸理子 

 

なし 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。ま

た、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条第

１項の規定に基づき、教育行政課伊藤副主幹と一丸主事にお願いします。 

日程１、平成２９年みよし市教育委員会第８回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告 

教育委員会第７回定例会以後、本日までに出席しました行事等の報告を

行います。 

お配りしました一覧表のとおりです。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 

 

【前回（第７回定例会）会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

【挙手全員】 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 
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日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第３７

号（教育予

算、その他議

会の議決を

経るべき議

案に関する

意見の申出

について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習推進課長 

 

 

 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程４、議事に入ります。 

 

議案第３７号の説明をお願いします。 

議案第３７号教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見

の申出についてのうち、(1)から(3)まで説明します。この案を提出するの

は、平成２９年９月市議会定例会に提出する上記案件について、意見を求

めたいからです。(1)工事請負契約の締結について、この案を提出するのは、

サンアート大規模改修（３期）舞台照明工事施行のため必要があるからで

す。工事名は「サンアート大規模改修（３期）舞台照明工事」、工事の概要

は、鉄骨鉄筋コンクリート造４階建の大ホール調光回路２７８回路、調光

盤、調光操作卓、舞台照明改修です。具体的には、大ホールの舞台の照明

を演出に応じて調整するための照明設備を更新する改修工事です。工期は、

成人式後の平成３０年１月８日から平成３０年３月１４日までを予定して

います。請負契約者はパナソニックＥＳエンジニアリング株式会社中部支

店、契約の方法は制限付一般競争入札です。次に(2)教育委員会の委員の選

任についてです。教育委員会の委員久野元典は、平成２９年９月３０日を

もって任期満了となるので、日比野直子を選任するものです。この案を提

出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからです。同法５条より、

任期は４年となります。次に、同じく(3)教育委員会の委員の選任について

です。教育委員会の委員 古田みどりは、平成２９年９月３０日をもって

任期満了となるので、松本美佐を選任するものです。この案を提出するの

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づ

き、議会の同意を得るため必要があるからです。同法附則第４条により任

期を任意に設定できるため、任期は３年としています。これにより、３０

年度以降は１人ずつ任期満了を迎えることになります。 

(4)みよし市図書館学習交流プラザ設置条例の一部を改正する条例につ

いて説明します。この案を提出するのは、使用料の還付できる申出期限に

ついて明確にする必要があること及び附属設備使用料に移動式プロジェク

ターの使用料を追加する必要があるからです。第１０条に「その期間に休

館日がある場合は、当該日を除く」を括弧書きで追加します。また、別表

「移動式プロジェクター」を追加し、備考として使用区分の「１回」の説

明を加えるものです。 

平成２９年度みよし市一般会計９月補正予算（教育費）について説明し

ます。今回の補正予算計上事業については、いずれも緊急性を伴うもので

す。南部小学校エキスパンションジョイント及び渡り廊下改修工事は、雨

が侵入し、不具合が生じているため改修を行います。中部小学校普通教室

転用工事及び北部小学校普通教室転用工事は、来年度以降学級増が見込ま

れるため、その準備として行うものです。中部小学校職員室空調機取替工

事は、現在不具合が生じているため取替を行います。北部小学校軒天補修

工事は、軒天の外壁がはがれかけているため、事故が起きないよう対策を

とるものです。カヌーポロ競技場塗装修繕は、保田ヶ池の水を抜いて耐震
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議案第３８

号（みよし市

図書館学習

交流プラザ

管理規則の

一部を改正

する規則に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３９

号（みよし市

教育委員会

後援等名義

使用の承認

について） 

 

 

 

 

教 育 長 

藤 森 委 員 

 

教育行政課長 

 

 

 

藤 森 委 員 

 

生涯学習推進課長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

生涯学習推進課長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

工事をした際に塗装がかなり老朽化していたため、今年度の水を抜いた耐

震改修工事に併せて工事を実施します。 

議案第３７号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

サンアート大規模改修工事についてですが、大ホールが使用できない期

間を確認させてください。 

成人式終了後の平成３０年１月８日から工事を開始します。ただし、平

成３０年１月１３日、１４日に劇団四季が公演を行うため、この間は開か

れます。終了は３月１４日を予定しています。利用開始は３月１７日から

となります。 

図書館学習交流プラザの移動式プロジェクターですが、施設内での使用

に限られますか。また、使用するにあたっての制限はありますか。 

屋外への持ち出しは考えておりませんので、施設内のみでの使用となり

ます。施設内での使用方法についての制限はありません。 

議案第３７号について、原案のとおり議会に上程することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

挙手全員です。よって、議案第３７号は原案のとおり議会に上程するこ

とに決定しました。 

 

次に、議案第３８号の説明をお願いします。 

議案第３８号みよし市図書館学習交流プラザ管理規則の一部を改正する

規則について説明します。この案を提出するのは、附属設備にプロジェク

ターを追加することに伴い、生涯学習センター利用許可申請書の利用施設

の項目に当該プロジェクターを追加する等の必要があるからです。みよし

市図書館学習交流プラザ管理規則の様式第１号について、「利用施設」を「利

用施設等」に改め、受付印欄と「移動式プロジェクター」を追加します。

また、第３条第２項の文言を修正します。 

議案第３８号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

質疑ありませんので、議案第３８号について、原案を可決することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

挙手全員です。よって、議案第３８号は可決されました。 

 

次に、議案第３９号の説明をお願いします。 

議案第３９号みよし市教育委員会後援等名義使用の承認についてです。

この案を提出するのは、みよし市教育委員会後援等名義の使用について、

新たな事業の申請があったため、教育委員会において名義使用の承認につ

いての可否を決定する必要があるからです。申請のあった事業は、「ハッピ

ーサマーフェスタ２０１７ｉｎ豊田スタジアム」、「うきぐも食堂講演会」、

「みよし市文化協会創立５０周年記念式典・記念講演」の３件です。 

議案第３９号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 



 会‐4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ５ 

【協議及び

報告事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤 森 委 員 

 

 

 

 

教育行政課長 

 

 

藤 森 委 員 

 

教育行政課長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

教育行政課長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

資 料 館 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

学校教育課長 

「うきぐも食堂」ですが、事業計画書を見ると、実施の期間として平成

２９年４月２２日から平成３０年３月３１日までとなっています。今回の

資料には１０月１４日の講演会の日時しかありませんが、事業の内容とし

て他の企画も書いてあります。これらの日時等、具体的なことがわかりま

したら教えていただきたいです。 

今回の後援申請については、１０月１４日のうきぐも食堂の講演会のみ

であり、他の企画については後援依頼には含まれませんので、詳しい情報

は把握していません。 

もしも他の企画について具体的なものが出てきた場合は、改めて審査を

するのでしょうか。 

そのとおりです。 

議案第３９号について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

【挙手全員】 

挙手全員です。よって、議案第３９号は可決されました。 

 

続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。最初に９月教育委

員会行事予定について説明をお願いします。 

９月の行事予定の中で教育委員の皆様へご案内を出させていただくもの

は、２１日の教育委員会議と２３日、２４日の小学校陸上競技大会です。 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、教育行政課からの報告事項について、説明をお願いします。 

過去に後援等の実績等があり審査承諾をした申請については、実績を元

に７件承認しておりますので報告します。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、資料館からの報告事項について、説明をお願いします。 

第３５回みよし市郷土芸能伝承活動発表会開催要項についてです。祭り

囃子、巫女舞い、棒の手等の民俗芸能に対する理解を深めていただくこと

を目的に開催するものです。今年度は平成２９年９月１０日の午後１時２

０分から午後４時４０分までの開催となります。出演団体は昨年度と同様

１２団体です。周知方法は、広報みよし８月１５日号へ掲載、８月末に行

政区へ回覧、市内公共施設、金融機関等でのポスター掲出、報道機関への

資料提供、ホームページへの掲載となります。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、学校教育課からの報告事項について、説明をお願いします。 

平成２９年度中学校総合体育大会の結果についてです。７月１日から各
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教 育 長 

 

 

教 育 長 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

生涯学習推進課主幹 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

地で熱戦が繰り広げられました。県大会出場以上を挙げますと、軟式野球、

卓球男子個人、剣道男子個人、柔道男子団体・個人、柔道女子個人、弓道

男子団体・個人、弓道女子団体・個人、バスケットボール男子、体操男子

個人、新体操女子個人、水泳男女個人となります。中でも、南中学校の野

球部は東海大会で準優勝しており、明日からの全国大会に出場することに

なっています。また、水泳女子個人の北中学校の生徒が県大会において派

遣記録を突破したため、本日からの全国大会に出場することになっていま

す。それらの活躍に期待するところです。次に、第１３回平成２９年度み

よし市小学校陸上競技大会実施要項(案)についてです。期日は９月２３日、

午前９時から豊田市運動公園にて開催を予定しています。種目はトラック

競技及びフィールド競技を実施します。今年度から、走高跳においては児

童の安全面を考え、はさみ跳びにより実施することに変更しました。次に、

平成２９年度豊田・みよし地区中学校新人体育大会実施要項(案)について

です。９月３０日から１０月８日までの期間に行われます。本市において

は三好公園で軟式野球、ソフトテニス男子、剣道が開催される予定です。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、スポーツ課からの報告事項について、説明をお願いします。 

第２２回市民カヌーポロ大会についてです。期日は９月１０日、会場は

保田ヶ池のカヌーポロ競技場です。申し込みはすでに締め切っており、今

回は２２チームが参加します。次に、みよし市少年スポーツ交流団交流試

合の結果です。野球については、士別市のライオンズクラブが主催する若

獅子杯で準優勝となりました。サッカーについては２つの大会が催されま

した。第２８回サフォークランド士別少年サッカー大会では初めての優勝

を飾りました。第１回アジア交流少年サッカー士別大会は、台湾とベトナ

ムの子ども達も参加して行われました。海外１チーム、国内７チームの全

８チームで試合を行い、優勝しました。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、生涯学習推進課からの報告事項について、説明をお願いし

ます。 

みよし市図書館学習交流プラザ「サンライブ」開館一周年記念事業読書

講演会開催要項についてです。開催日は９月２４日、午後１時３０分から

３時まで、開催場所はサンライブ２階の研修室兼軽運動室です。講師は童

話作家の藤真知子氏です。内容は、「まじょ子先生のステキなまほうのお話」

をテーマにマジックや魔法クイズ等も取り入れ、乳幼児、小学生も一緒に

参加して楽しめる講演会となっています。８月２２日から申し込み受付を

開始します。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 
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日 程 ６ 

【閉会宣言】 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

事 務 局 

 

 

他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、平成２９年みよし市教育委員会第８回定例会を閉会します。 

（午前１０時４０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

次回の定例会は、平成２９年９月２１日（木）午前１０時から、市役所

２階２０２会議室にて開催いたします。 

 


